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２．国会提出の経緯 

クロアチアは2013年７月に正式加盟した最も新しいＥＵ加盟国であり、2023年１月に協

定加盟国間の自由移動について規定するシェンゲン協定に加盟するとともに、ＥＵの単一

通貨ユーロを導入した。また、同国はアドリア海に面する風光明媚な海岸線と大小1,185の

島々を持つ欧州有数の観光国であり、世界的に新型コロナウイルス感染症が拡大する前の

2019年にはのべ約15万人の日本人観光客が訪れた。 

2017年６月９日、日本・クロアチア航空当局は、将来的には定期便を就航させるに相応

しい航空需要があることを認識しつつ、新規航空協定締結に向け、協定の記載事項、今後

の手続等について意見交換を実施し、新規協定締結までの間の暫定的な枠組に合意した。

その後、2018年11月19日及び20日の日・クロアチア航空協定（以下「本協定」という。）に

関する第１回政府間交渉を皮切りに政府間交渉が複数回行われた結果、2022年11月15日の

第４回政府間交渉会合において実質合意に至った。2023年７月21日に本協定の署名が行わ

れ、2024年３月８日、第213回国会（常会）に本協定（閣条第６号）が提出された。なお、

クロアチア以外に日本が二国間航空協定を締結しているＥＵ構成国は13か国であり、2024

年２月29日にチェコとの間で航空協定の署名が行われた。 

 

３．本協定の主な内容 

本協定は、日・クロアチア間の定期航空業務の安定的な運営を可能にする法的枠組を定

めるものである。一方の締約国の航空企業は、他方の締約国の領域を無着陸で通過するこ

とができる（第１の自由）ほか、当該他方の締約国の領域に運輸以外の目的で着陸するこ

とができる（第２の自由）（第４条１）。加えて、一方の締約国の指定航空企業（両締約国

によりそれぞれ指定される航空企業）は、本協定の附属書Ⅰに定める路線（以下「特定路

線」という。）において、他方の締約国内の地点に着陸して、定期的に両締約国間の貨客の

運送を行うことができる（第３及び第４の自由）とともに、特定路線上に第三国内の地点

がある場合には、定期的に当該地点と他方の締約国内の地点との間の貨客の運送を行うこ

とができる（第５の自由）（第４条２）。また、一方の締約国の指定航空企業は、他方の締

約国の空港等の施設の使用料金につき最恵国待遇及び内国民待遇と同等の待遇が与えられ

る（第５条）とともに、その航空機が使用する燃料、潤滑油、予備部品、正規の装備品及

び航空機貯蔵品について当該他方の締約国の関税等を原則として免除される（第６条）。た

だし、指定航空企業が提供する輸送力は、貨客輸送需要に適合するものでなければならず、

その需要のうち当該指定航空企業を指定した締約国発着の貨客を運送すること（第３及び

第４の自由の行使）を主目的として輸送力を供給する。当該指定航空企業を指定した締約

国内の地点以外の地点間の貨客の運送（第５の自由の行使）は二次的なものであり、その

運送を主目的とした輸送力を供給して業務を行うことはできない（第10条）。 

このほか、本協定には運賃に関する原則及び手続（第11条）、民間航空の保安のための措

置（第13条）、航空の安全のための措置（第14条）等が規定されている。 
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日・オーストリア社会保障協定 

 
 

１．社会保障協定の概況 

近年、経済のグローバル化に伴い国家間の相互依存関係が強まり、国境を越えた企業活

動や人の移動が活発化している。一方、個人が有する社会保障上の権利及び義務は国家を

単位とするものであり、企業等により他国に派遣される労働者等は、母国の社会保障制度

に加入しながら、就労地国の社会保障制度への加入義務も生じ、保険料を二重に負担しな

ければならない場合がある。また、就労地国の社会保障制度への加入期間が短い場合には

年金を受け取ることができず、同国で納めた保険料が掛け捨てとなる問題も存在する。さ

らに、労働者を就労地国へ派遣する企業が、同国における労働者の保険料を肩代わりする

例もあり、企業にとって大きな負担となっている。 

 社会保障協定とは、これらの問題を解決するために締結される二国間又は多国間協定で

あり、企業等により就労地国に派遣される労働者等につき、①派遣期間に応じて適用する

社会保障制度を定めること、②年金受給要件となる保険加入期間を締約国間で通算するこ

と等を内容とする。同協定の締結により、締約国間において国境を越えた者の社会保障上

の権利保全が図られると同時に、個人及び企業の負担が大幅に軽減されることで労働力移

動の客観的条件が整備されることとなる。  

2024年４月現在、日本は23か国との社会保障協定が発効している。なお、社会保障協定

の交渉は、相手国の保険料の水準、在留邦人及び進出日系企業の負担額、経済界からの要

望、二国間関係、社会保障制度の類似性等を勘案し、優先度が高いと判断される国から順

次交渉が行われている1。 

 

２．日・オーストリア社会保障協定の概要 

（１）オーストリアの概況と本協定署名の背景 

オーストリアは、欧州で産業革命が波及して以降、機械製造や金属加工を中心に発展し

てきた工業国である。特に、大手の自動車企業を擁するドイツ向けに、自動車部品やエン

ジンの製造・輸出が行われてきたことから自動車産業が栄えてきた。日本へも、自動車販

売を目的とした子会社や店舗を含め、約80社のオーストリア企業が進出しており、2022年

時点で729人のオーストリア人が在留している。 

また、オーストリアは、海外企業の投資誘致にも積極的であり、政府が設置した投資誘

致機関も存在する。この投資誘致機関はオーストリア経済振興会社（ＡＢＡ）といい、オー

ストリアへの進出を検討している企業に向けて拠点選びや各種手続等に係るサポートを

 
1 第197回国会参議院外交防衛委員会会議録第５号２頁（2018.11.29） 
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行っている。さらには、企業の研究開発投資に対する政府の優遇措置が手厚いことから、

日本を含めオーストリアに研究開発拠点を設置する海外企業が多い。ＡＢＡが発表した業

績2によれば、2023年には日本発のスタートアップ企業が研究開発拠点を設立している。日

本からオーストリアへは、2022年時点で製造業、販売業等114社の日系企業が進出しており、

2023年時点で3,247人の邦人が在留している。 

日・オーストリア両国からそれぞれ相手国に派遣される駐在員等については、両国の社

会保障制度への加入が義務付けられているため、従来から保険料の二重負担や掛け捨てと

いった問題が生じており、2009年の時点で既に社会保障協定の締結に向けた折衝が検討さ

れていた3。当局間における交渉を経て、両国政府は2022年９月に政府間交渉を開始し、2023

年５月の実質合意後、2024年１月に日・オーストリア社会保障協定に署名した。本協定の

発効により、日本側の負担軽減額は年間約４億円と見込まれる。 

 

（２）主な内容 

 本協定の主な内容は、①適用される社会保険制度の調整及び②保険期間の通算である。 

①では、相手国に派遣される駐在員等の派遣期間が５年以内と見込まれる場合、年金及

び雇用保険について、派遣元国の制度にのみ加入することが定められている。ただし、医

療保険については、居住権に係るオーストリアの国内法上の事情により、本協定発効後も

両国の制度に二重で加入することが定められている。 

②については、老齢年金の受給要件となる保険期間が、日本では 10 年、オーストリアで

は 15 年と定められていることから、双方に派遣される駐在員等に保険料の掛け捨ての問

題が生じているため、本協定に通算規定が盛り込まれている（図を参照）。 

 

図 保険期間の通算のイメージ 
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 あかね・外交防衛委員会調査室） 

 
2 日本貿易振興機構（ジェトロ）「2023年に投資誘致件数は前年より減少も、投資額は大幅増（オーストリア）」

(2024.3.25<https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/03/d24e5c74851bf817.html>(2024.4.5最終アクセス)) 
3 「社会保障協定10ヵ国に、海外二重払い防止対応進む、企業負担1000億円軽減。」『日本経済新聞』（2009.5.19） 


